
  

 
 

 

寒さの中に春の訪れを感じる頃となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。 

日頃よりファミリー・サポート・センター事業にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

今後も会員の皆様が安心してファミサポの活動を続けられるよう、センター職員一同サポートしてまいります。 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

会員登録更新 
引き続き、ファミサポをご利用いただくために、令和 8年 3月 19日（木）までに手続きしてください。 

◎更 新 

期日までにセンターへご連絡のない方は自動更新となります。 

◎変 更 
1番下のお子さんが小学校を卒業される両方会員さんは援助会員さんへと 

種別変更させていただきます。 

住所、電話番号、お子さんの情報（学校、学年など）、活動可能な曜日・時間帯など 

登録内容に変更がある場合は、電話または右のコードからご連絡ください。 

◎退 会 
市外へ転居された方は、退会となりますのでセンターへお電話ください。 

また、退会をご希望の方は手続きの都合上、お電話でのみ承ります。 

1番下のお子さんが小学校を卒業される依頼会員さん、お子さんのご卒業おめでとうございます！ 

令和 8年 3月 31日をもって退会となりますので、ご了承ください。 

 

【会員証・会員番号について】 

援助会員さん！活動時には会員証の携帯をお願いします。紛失や再発行はセンターにご相談ください。 

会員番号がわからない方もお気軽にお尋ねください。 

◆依頼会員さんと援助会員さんは、それぞれのマークがある欄を必ずご覧ください。 

◆両方会員さんは援助マークがある欄をご覧ください。 

年度替わりに伴う書類の提出 
令和７年４月、こども家庭庁により「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の実施に

ついて」が改正されました。援助・両方会員の皆様に、過去に虐待や不適切な行為を行っていないか確認するこ

ととなりました。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

◎虐待防止「宣誓書」 

◎「令和８年度 自家用車使用申請書」 
 自家用車での送迎が可能な援助・両方会員さんには 

年度ごとの提出をお願いしております。 

 

いずれの書類も市ホームページからダウンロード 

できるようになっております。 

令和 8年 3月 19日（木）までに来所・ポスト投函・各支所に提出、または、メール・LINEで提出を 

お願いします。ご不明な点がございましたらセンターにお尋ねください。 
 

 

変更連絡用 

二次元コード 

市ホームページ 

ファミサポだより 
西尾市ファミリー･サポート･センター 第 42号 

令和 8年 2月発行 

 



利用料金改定のお知らせ 
当センターでは、地域における子育て支援を継続的かつ安定的に提供するため、事業開始以来、利用料金を

据え置いてまいりました。しかしながら、近年の物価高騰や最低賃金の引き上げなど、活動を取り巻く環境が大き

く変化しております。 

このような状況下で援助・両方会員の皆様が安心して活動を継続できるよう、また、担い手不足などの課題に

対応するため、アンケート結果も踏まえて検討した結果、令和 8年 4月 1日から、ファミリー・サポート・センター

の利用料金を改定させていただきます。依頼会員の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、本事業の安

定的な運営のため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

改定後の利用料金は、下記のとおりです。ご不明な点等については、センターまでお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報酬に関するアンケートへのご協力ありがとうございました】 
アンケート集計結果は市ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。 

会員の皆様のご意見等を今後のファミリー・サポート・センター事業に活かしてまいります。 

令和８年４月１日以降の利用料金 
（お子さん１人につき１時間あたり） 

 平 日 
土･日･祝日・休日 

12/29～1/3 

午前 7時～午後 7時 ７００円 ８００円 

上記以外の時間 ８００円 ９００円 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5年に 1度の受講が必須の講習 

 依頼会員が安心してこどもを預けるためには、援助会員側のスキルアップが不可欠です。国からの通知でも、

「援助を行う会員は 5年に 1度は緊急救命講習の再受講が必須」となっており、令和 7年度から「虐待防止」の

講習会も追加されました。 

援助を行う会員は(A)のどちらかと(B)の受講が必須となります。未受講の場合は活動を行えません。 

(A) 「保育の心」 「事業を円滑に進めるために」 

(B) 「緊急救命講習」 

※(A)の内容には、「虐待防止について」の講習も含まれます。 

(B)は消防署や職場等で受講されている場合、センターへご連絡ください。 

令和 8年度の講習会日程は市ホームページをご覧ください。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ファミリー・サポート・センターでは、援助会員、両方会員の方に AEDの使用方法や心肺蘇生等の実習

を含んだ「緊急救命講習」を５年に 1回以上受講していただいています。また今年度から必須受講の講

〒445-0852 

西尾市花ノ木町 2丁目 1番地（総合福祉センター5階） 

TＥL 0563-57-5007 

Email famisapo@city.nishio.lg.jp (受信専用) 
受付時間 月曜日～金曜日 8：30～17：00 

（祝日・休日・12/29～1/3を除く） 

LINEの操作方法が分からない 

場合は職員がお手伝いします。 

お気軽に連絡ください。 

 
西尾市では「西尾市 DX基本方針」を推進し、業務の効率化、郵送代・印刷代等の各種コストの削減に取り組んでいます。  

 

西尾市ファミリー・サポート・センター LINEの登録 

ご協力お願いします 

 


